
　

（Ａ-１）
□

（Ａ-２）
□

（Ｂ-１）
□

（Ｂ-２）
□

２．告示第一についての措置状況

□

□

Ａ 非常用照明器具に関する措置

二

□

□ □ 未設置部分が、但書に該当で適合 □ 未設置部分が、但書に非該当で非適合

様式１

国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則（平成２９年国土交通省令第６５号）第１条第１号及び第３号の規定に基づき、非常用照明器具の設置方法及び火
災その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置に関するチェックリスト

　【平成２９年国土交通省告示第１１０９号に規定する必要な措置】

届出住宅の所在地 不動産番号

適用の対象と
なる届出住宅

届出住宅の条件等がＡ-２であるもの

届出住宅の条件等がＢ-２であるもの

講　じ　る　措　置 措置の状況 状況の補足説明等

１．届出住宅の条件等

届出住宅に届出者が居住し不在となら
ず、宿泊室の床面積の合計が５０㎡以下
の一戸建ての住宅又は長屋

Ａ-１以外の一戸建ての住
宅又は長屋

届出住宅に届出者が居住し不在とならず、宿泊室の床面
積の合計が５０㎡以下の共同住宅又は寄宿舎

Ｂ-１以外の共同住宅又は寄宿舎

※Ｂ-１の場合は本チェックリストの作成不要

非適合

設置場所

宿泊室及び当該宿泊室から地上（届出住宅が共同住宅の住戸である場合に
あっては、当該住戸の出口）に通じる部分（採光上有効に外気に開放された
部分は除く）に設けること （告示

第一第
２号）

該当部分に設置あり適合

該当部分に未設置で非適合　

但し、次に該当する建築物の部分にあっては、この限りではない。

平成１２年建設省告示第１４１１号に定める建築物の部分

一
建築基準法施行令第１２６条の５に規定する技術的基準に適合する非常用の
照明装置とすること

（告示
第一第
１号）

□ 適合 □

□ 該当 □ 非該当
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３．告示第二についての措置状況

□

□

（告示
第二第
１号）

□ 該当 □ 非該当　

一

（告示
第二第
１号本
文但書
前段）

□ 適合 □ 非適合　

二 自動火災報知設備等について

□ 適合 □ 非適合　

□ 適合 □ 非適合　

以下の①又は②に該当すること

①宿泊者使用部分の各居室に消防法施行令第２１条に基づき自動火災
報知設備が設置されていること

（告示
第二第
１号本
文但書
後段）

②宿泊者使用部分の各居室に特定小規模施設における必要とされる防
火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令に基づき特
定小規模施設用自動火災報知設備が設置されていること

●告示第二第１号の措置について

適用の対象と
なる届出住宅

届出住宅の条件等がＡ-２であるもの

届出住宅の条件等がＢ-２であるもの

同一の届出住宅内の２以上の宿泊室に、複数の宿泊者を同時に宿泊させる（上記が該当である）場合には、次のＢ又はＣに掲げる措置を講じること。

但し、自動火災報知設備等の設置に関し、以下の一かつ二に該当する場合はこの限りではない。⇒Ｂ及びＣの措置の確認は不要

避難通路について

宿泊者使用部分を平成２６年国土交通省告示第８６０号各号のいずれかに該
当するものとすること

複数の宿泊室に複数のグループが同時に宿泊する

一または二について非適合の場合は、以下のＢ及びＣの確認
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Ｂ 防火の区画等に関する措置

一 □ 適合

□ 非適合　 □ 但書該当部分あり適合 □ 但書該当部分なく非適合

□ 該当あり □ 該当なし

□ 適合

□ 非適合　 □ 但書該当部分あり適合 □ 但書該当部分なく非適合

（当該区画部分の壁を、給水管、排水管その
他の管、換気、暖房又は冷房設備の風道が
貫通する場合は、下記の四又は五の適合を
確認）

建築基準法施行令第１１２条第４項各号のいずれかに該当する部分 □ 該当部分あり □ 該当部分なし

□ 該当部分あり

講　じ　る　措　置 措置の状況 状況の補足説明等

宿泊室と当該宿泊室から地上（届出住宅が共同住宅の住戸である場合に
あっては、当該住戸の出口）に通じる部分（以下「当該部分」という。）とを建築
基準法第２条第７号の２において規定する準耐火構造の壁で区画し、当該壁
を小屋裏又は天井裏に達せしめること

（告示
第二第
１号イ
（１））

（当該部分の壁を、給水管、排水管その他の
管、換気、暖房又は冷房設備の風道が貫通する
場合は、下記の四又は五の適合を確認）

但し、次に該当する部分にあっては、当該壁を小屋裏又は天井裏に達せしめ
ることを要しない

（当該部分の壁を、給水管、排水管その他の
管、換気、暖房又は冷房設備の風道が貫通
する場合は、下記の四又は五の適合を確認）

建築基準法施行令第１１２条第４項各号のいずれかに該当する部分 □ 該当部分なし

二 ４以上の宿泊室が相接する場合に、３室以内ごとに建築基準法第２条第７号
の２において規定する準耐火構造の壁で区画し、当該壁を小屋裏又は天井裏
に達せしめること

（告示
第二第
１号イ
（２））

（４以上の宿泊室が相接）

（当該区画部分の壁を、給水管、排水
管その他の管、換気、暖房又は冷房
設備の風道が貫通する場合は、下記
の四又は五の適合を確認）

但し、次に該当する部分にあっては、当該壁を小屋裏又は天井裏に達せしめ
ることを要しない
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□ 該当あり □ 該当なし

□ 適合

□ 非適合　 □ 但書該当部分あり適合 □ 但書該当部分なく非適合

□ 該当あり □ 該当なし

□ 適合

□ 非適合　

□ 該当あり □ 該当なし

□ 適合

□ 非適合　

Ｃ スプリンクラー設備等の設置に関する措置

□ 適合 □ 非適合　

（当該区画部分の壁を、給水管、排水管その
他の管、換気、暖房又は冷房設備の風道が
貫通する場合は、下記の四又は五の適合を
確認）

建築基準法施行令第１１２条第４項各号のいずれかに該当する部分 □ 該当部分あり □ 該当部分なし

講　じ　る　措　置 措置の状況 状況の補足説明等

三 相接する２以上の宿泊室の床面積の合計が１００㎡超の場合に、１００㎡以内
ごとに建築基準法第２条第７号の２において規定する準耐火構造の壁で区画
し、当該壁を小屋裏又は天井裏に達せしめること

（告示
第二第
１号イ
（３））

（相接する２以上の宿泊室の床面
積の合計が１００㎡超）

（当該区画部分の壁を、給水管、排水
管その他の管、換気、暖房又は冷房
設備の風道が貫通する場合は、下記
の四又は五の適合を確認）

但し、次に該当する部分にあっては、当該壁を小屋裏又は天井裏に達せしめ
ることを要しない

一 宿泊室に建築基準法施行令第１１２条第４項に規定する自動スプリンクラー設
備等が設置されていること

（告示
第二第
１号ロ）

四 給水管、配電管その他の管が、一から三までの壁を貫通する場合には、建築
基準法施行令第１１４条第５項において準用する同令第１１２条第２０項の規
定に適合すること

（告示
第二第
１号イ
（４））

（給水管、配電管その他の管が、
一から三までの壁を貫通）

五 換気、暖房又は冷房の設備の風道が、一から三までの壁を貫通する場合に、
建築基準法施行令第１１４条第５項において読み替えて準用する同令第１１２
条第２１項の規定に適合すること

（告示
第二第
１号イ
（５））

（換気、暖房又は冷房の設備の
風道が、一から三までの壁を貫
通）
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□

□

Ｄ 届出住宅の規模等に関する措置

一

但し、次に掲げるものにあっては、この限りではない

□ 適合

□ 非適合　

二

⑴ 宿泊者使用部分の床面積の合計

但し、次の①、②に掲げるものにあっては、この限りではない

□ 適合

□ 非適合　

□ 適合

□ 非適合　

●告示第２第２号関係　

適用の対象と
なる届出住宅

届出住宅の条件等がＡ-１であるもの

届出住宅の条件等がＡ-２であるもの

講　じ　る　措　置 措置の状況 状況の補足説明等

宿泊室の床面積の合計について

２階以上の各階における宿泊室の床面積の合計を１００㎡（建築基準法第２
条第５号に規定する主要構造部が準耐火構造である場合（同条第９号の２に
規定する特定主要構造部が耐火構造である場合を含む）又は主要構造部が
同条第９号に規定する不燃材料で造られている場合は２００㎡）以下とするこ
と

（告示
第二第
２号イ）

□ 床面積合計（　　　　　　）㎡

②①以外の場合であって、宿泊者使用部分の各居室の壁
（床面からの高さが１．２ｍ以下の部分を除く）及び天井（天
井のない場合においては屋根）の室内に面する部分（回り
縁、窓台その他これらに類する部分を除く）の仕上げを建
築基準法施行令第１２８条の５第１項第1号に掲げる仕上げ
と、当該居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の
通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、同項
第２号に掲げる仕上げとするもの

（告示
第二第
２号ロ
（２））

（上記面積が１００㎡又は２００㎡超の
場合は以下の適合を確認）

当該階から避難階又は地上に通ずる２以上の直通階段を設けるもの

宿泊者使用部分の床面積の合計について

（告示
第二第
２号ロ）

□ 床面積合計（　　　　　　）㎡
床面積の合計を２００㎡未満とすること

（上記面積が２００㎡以上の場合は以
下の①と②の適合を確認）

①届出住宅が、建築基準法第２条第９号の３イに該当する
建築物（特定主要構造部を耐火構造とした建築物を含む）
又は同号ロに該当する建築物であること

（告示
第二第
２号ロ
（１））
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⑵ 各階における宿泊者使用部分の床面積の合計

※４階以上の階に宿泊者使用部分がある場合は適宜追加記載すること

（上記各階の面積が２００㎡超（地階は１００㎡超）の場合は以下の①と②の適合を確認）

但し、次の①、②に掲げるものにあっては、この限りではない。

□ 適合

□ 非適合　

□ 適合

□ 非適合　

⑶ ２階における宿泊者使用部分の床面積の合計

但し、次に掲げるものにあっては、この限りではない。

□ 適合

□ 非適合　

三

□
３階以上の階に
設置なし

□
３階以上の階に
設置あり

□ 適合 □ 非適合　

但し、次に掲げるものにあっては、この限りではない。
□ 適合

□ 非適合　

講　じ　る　措　置 措置の状況

①当該階の廊下が３室以下の専用のものであるもの

（告示
第二第
２号ハ
（１））

②当該階の廊下（３室以下の専用のものを除く）の幅が、両
側に居室がある廊下にあっては１．６ｍ以上、その他の廊
下にあっては１．２ｍ以上であるもの

（告示
第二第
２号ハ
（２））

状況の補足説明等

（告示
第二第
２号ハ）

□

地階の床面積合計（　　　　　　）㎡

床面積の合計を２００㎡以下（地階にあっては１００㎡）とすること １階の床面積合計（　　　　　　）㎡

２階の床面積合計（　　　　　　）㎡

３階の床面積合計（　　　　　　）㎡

宿泊者使用部分を設ける階について

以下の①又は②に該当すること

①３階以上の階に設けないこと

（告示
第二第
２号ホ）

②４階以上に宿泊者使用部分を設けず、届出住宅の延べ面積が２００㎡
未満であり、かつ、次に掲げる基準に適合する場合
(1)建築基準法施行令第１１０条の５に規定する技術的基準に従って警
報設備を設けている
(2)同令第１１２条第１１項に規定する竪穴部分と当該竪穴部分以外の部
分とが、間仕切壁又は同条第１９項第２号に規定する構造である戸で区
画されている

届出住宅が建築基準法第２条第９号の２に規定する耐火建築物である
もの

（告示
第二第
２号二）

□ 床面積合計（　　　　　　）㎡
床面積の合計を３００㎡未満とすること

（上記面積が３００㎡以上の場合は以
下の適合を確認）

届出住宅が建築基準法第２条第９号の２に規定する耐火
建築物又は同条第９号の３に規定する準耐火建築物であ
るもの

登録番号

電 話

所　属
事務所

建築士事務所の名称 登録番号

住 所

上記記載について相違ありません。　　　　　　（作成年月日）　　　　　　　年　　　月　　　日

本
書
類
の
作
成
者

氏　名

資　格
建築士免許の種類
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